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千代田区議会議長秋谷こうき様

外神田一丁目南部地区再開発について、建築条例審査前に公共施設である清掃事務所につ

いて区民から意見を聞き大方の区民意見を取り入れることを求める陳情

陳情書

10月13日に区議会常任委員会で環境まちづくり部の外神田一丁目南部地区についての

陳情審査がありました。公共施設について担当課長は、「要求水準に基づいた相談を定期的

に清掃事務所ともしっかり説明し行っていきたい」旨の発言をされました。「所管の政経部

とも調整が必要」と部長の発言もありました。庁内はそれでよいのかもしれませんが、区民

に対してはどうされるのでしょうか。公共施設は区のものであり、当然区民のものでもある

わけです。

区内に1か所しかない清掃事務所は、現在80名前後の職員の方々が働いており、この開

発が進めぱ、一旦親水広場が予定されている川岸の現在の旧万世橋出張所のあたりに仮移

転します。この建物にかかる費用もまだ明らかになっていませんが、おそらく5億から7億

円かかるのではないかと推測はれます。そこへ移転して、2,3年後に超高層建物が完成す

ると今度はもう 1 度その建物に移転するとのことです。仮事務所は取り壊し、親水広場に

なるとのことです。職員の負担はもとより仮事務所建設等にかけた資金の無駄、環境的にも

かなりの資材が無駄になります。 C02の排出はどのくらいになるのでしょうか。

再開発に組み入れることで、数十年先の清掃事務所はどうなるのか、賑わいを創出したい

民間企業との共存は難しいのではありませんか。区のものとして独自に建設することを求

める声が依然として多く耳に入ってきます。

区が地道に努力を重ねれば区内に場所がないわけではないと考えます。また東京都と真

剣に話し合えば開かれる道も考えられるのではないでしょうか。

2023年2月9日、東京都財務局財産運用部に問い合わせたところ、都市整備局に聞い

てくださり、「千代田区から都有地を購入したいという話は 1、 2年ない」とのことでした。

このようなことから区内に 1 か所しかない私たち区民にとってなくてはならない重要な区

有施設について、区の士地として取得して建て替えることを真剣に検討した経緯が残念な

がら無かったのではないでしょうか。再開発ありき、区民不在とも見受けられるまちづくり

は必ず将来禍根を残すのではないでしょうか。
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建設に掛かる事業費の約10%は交付金という名目の国、都、区の税金で賄われます。こ

のようにしてまで公共施設を入れたこの再開発のメリットは果たして私たち区民にあるの

でしょうか。

末来を見据えたときに別の手法があると考えます。

情報はすみやかに開示し、建築条例審査前に住民、区民に清掃事務所を再開発に組み入れる

とについて丁寧に説明する機会を持つよう議会は環境まちづくり部に働きかけてくださ、ー

い。

事実を区民に明らかに示して、対話をしてください。それを踏まえて区民の要望、意見を活

かしていただきますよう陳情いたします。
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